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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年１２月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年７月１６日 ０４時４０分ごろ 

発生場所 香川県坂出
さかいで

市岩黒島東方沖 

 櫃
ひつ

石
いし

港４号防波堤灯台から真方位１４８°１,１００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２４.５′ 東経１３３°４８.９′） 

事故の概要  漁船孝
たか

栄
えい

丸は、南南東進中、また、漁船三
さん

卯
う

丸は、操業しながら西

北西進中、両船が衝突した。 

三卯丸は、乗組員２人が負傷し、右舷中央部外板の圧損等を生じ、

また、孝栄丸は、船首部外板等の擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和元年８月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 孝栄丸、１９トン 

   ＫＡ２－１７２４（漁船登録番号）、個人所有 

１７.９０ｍ（Lr）×６.００ｍ×１.２０ｍ、軽合金 

ディーゼル機関、８４２kＷ（動力漁船登録票による）、平成１

０年１１月３日 

Ｂ 漁船 三卯丸、４.９４トン 

   ＯＹ３－１５３４８（漁船登録番号）、個人所有 

１１.００ｍ（Lr）×２.５５ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２７６kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５

０年９月１５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６２年１０月５日 

免許証交付日 平成２７年１０月７日 

           （令和２年１１月１７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４２歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１３年１１月８日 

免許証交付日 平成２８年１０月３日 

           （令和３年１１月７日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ、甲板員） 

 損傷 Ａ 船首部外板及び船底部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷中央部外板及び操舵室に圧損、主機等に濡損（廃船） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風速 約１.３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

日出時刻：０５時０３分ごろ 

常用薄明開始時刻：０４時３５分ごろ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員（以下「甲板員Ａ」という。）が乗り組

み、こませ
．．．

網漁の目的で、坂出市岩黒漁港を出港し、備讃瀬戸南航路

付近の漁場で操業を行い、岡山県倉敷市下津井港で漁獲物を水揚げし

た後、法定灯火を表示し、令和元年７月１６日０４時３５分ごろ帰途

についた。 

Ａ船は、坂出市櫃石島小脇
こ わ き

鼻東方沖に至り、船長Ａが、針路を岩黒

島東方沖約３００ｍに向けた頃、船首方に船舶を見掛けなかったの

で、約１９ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）とし、手動

操舵により南南東進した。 

船長Ａは、Ａ船が櫃石島櫃石東方沖に達した頃、船首方に‘自身が

所有するふぐ
．．

養殖施設’（以下「本件養殖施設」という。）の‘黄色の

アンカーブイ’（以下「本件ブイ」という。）を視認し、本件ブイを見

ながら航行するうちに、ふぐ
．．

の餌やり作業が頭に浮かんだ。 

Ａ船は、船長Ａが、ふぐ
．．

の餌やり作業のことを考えながら航行を続

け、岩黒島東方沖に至った頃、船首方至近にＢ船の白灯を認め、主機

を中立運転としたが、０４時４０分ごろＡ船の船首部がＢ船の右舷中

央部に衝突し、Ｂ船に乗り上げて停まった。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ａ船がＢ船に乗り上がって停まった状態（イメージ） 

 

船長Ａ及び甲板員Ａは、Ｂ船の乗組員２人を救助してＡ船に乗せ、

Ａ船 

Ｂ船 

船長Ｂ 
甲板員Ｂ 
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船長Ａが、携帯電話で海上保安庁に本事故の発生を通報し、付近を通

り掛かった瀬渡船に救助した２人を移乗させた後、下津井港まで移送

するよう依頼した。 

岩黒漁港付近にいた船長Ａの家族は、異変に気付いて漁船（以下

「Ｃ船」という。）で駆けつけ、船長Ａ及び甲板員Ａと協力して沈み

かけていたＢ船をＣ船のユニックで吊り上げた。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員（以下「甲板員Ｂ」という。）が乗り組

み、たこつぼ
．．．．

縄漁の目的で、０２時００分ごろ法定灯火を表示し、下

津井港を出港して漁場を移動しながら操業を続け、０４時３０分ごろ

岩黒島東方沖の漁場に到着した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、主機を中立運転として周囲を見渡したところ、

Ｂ船に向かって接近する他船を見掛けなかったので、甲板員Ｂを前部

甲板右舷側の揚収用ローラの操作に当たらせてたこつぼ
．．．．

の巻き揚げ作

業を行わせ、自らは前部甲板左舷側で、たこつぼ
．．．．

の整理作業に当たり

ながら、約１.６knの速力で西北西進していた。 

船長Ｂは、本件養殖施設に近づいたので、左舷方の本件養殖施設と

の距離を確かめた後、右舷方を見たところ、Ｂ船に向かって接近して

くるＡ船を視認し、Ａ船に向かって両手を振りながら大声で叫んだ。 

Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船との衝突の危険を感じ、揚収用ローラを停

止し、甲板員Ｂと共に後部甲板に逃げた直後、Ａ船と衝突した。 

船長Ｂは、衝突の衝撃で落水したが、Ａ船の乗組員によってＡ船に

助け上げられ、船長Ａの携帯電話を借りて海上保安庁に本事故の発生

を通報するとともに自身の家族に同旨を連絡した。 

甲板員Ｂは、自身の力でＡ船に乗り移った。 

船長Ｂ及び甲板員Ｂは、瀬渡船で下津井港に運ばれた後、救急車で

病院に搬送され、その後、いずれも別の病院で受診し、船長Ｂが頸
けい

椎

捻挫等、甲板員Ｂが腰部捻挫等とそれぞれ診断された。 

Ｂ船は、Ａ船及びＣ船によって岩黒漁港までえい
．．

航された後、陸揚

げされ、後日、廃船とされた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 Ａ船は、レーダー及びＧＰＳプロッターを備えていたが、ふだんか

ら視界の良い時はレーダーを起動していなかった。 

船長Ａは、南南東方に針路を定めた際、船首方に船舶を見掛けなか

ったので、前路に他船はいないと思い込み、また、ふぐ
．．

の餌やり作業

のことを考えていて、Ｂ船に気付くのが遅れたと本事故後に思った。 

Ｂ船は、有効な音響設備を有していなかった。 

船長Ｂは、たこつぼ
．．．．

縄漁の操業を開始する前に周囲を見渡したとこ

ろ、Ｂ船に向かって接近する他船を見掛けなかったので、Ｂ船に接近

してくる船舶はいないと思ったことと、操業中は、いつも他船がＢ船

を避けてくれていたので、航行中の他船が操業中のＢ船を避けてくれ
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ると思い、たこつぼ
．．．．

の整理作業に没頭していて、接近するＡ船に気付

くのが遅れたと本事故後に思った。 

船長Ｂは、早期にＡ船に気付いていたら、縄を切って移動し、衝突

を回避できたかも知れないと本事故後に思った。 

船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

本件養殖施設は、東西の長さが約１００ｍ、南北の長さが約２００

ｍで、海面上の高さが約０.７ｍあり、東側の南北端２か所に本件ブ

イが設置されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、岩黒島東方沖を南南東進中、船長Ａが、前路に他船はいな

いと思い込み、考え事をしながら航行したことから、Ｂ船に向かって

接近していることに気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

船長Ａは、南南東方に針路を定めた際、船首方に船舶を見掛けなか

ったことから、前路に他船はいないと思い込み、また、ふぐ
．．

の餌やり

作業が頭に浮かび、同作業のことを考えながら航行したものと考えら

れる。 

Ｂ船は、岩黒島東方沖で操業しながら西北西進中、船長Ｂが、航行

中の他船が操業中のＢ船を避けてくれると思い、たこつぼ
．．．．

の整理作業

に没頭していたことから、Ｂ船に向かって接近してくるＡ船に気付く

のが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、たこつぼ
．．．．

縄漁の操業を開始する前に周囲を見渡したとこ

ろ、Ｂ船に向かって接近する他船を見掛けなかったこと、及びいつも

操業中は他船がＢ船を避けてくれていたことから、航行中の他船が操

業中のＢ船を避けてくれると思い、たこつぼ
．．．．

の整理作業に没頭してい

たものと考えられる。 

原因 本事故は、日出前の薄明時、岩黒島東方沖において、Ａ船が南南東

進中、Ｂ船が操業しながら西北西進中、船長Ａが、前路に他船はいな

いと思い込み、考え事をしながら航行し、また、船長Ｂが、航行中の

他船が操業中のＢ船を避けてくれると思い、たこつぼ
．．．．

の整理作業に没

頭していたため、互いに接近する状況であることに気付くのが遅れ、

両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、航海に関すること以外の考え事や思い込みをせず、操

船に専念し、常時、見張りを適切に行うこと。 

 ・周囲が明るくなる前に航行する際は、他船を見落とすことがない
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よう視界が良くてもレーダーを活用すること。 

 ・操業中であっても、他船が避けてくれると思わず、作業に没頭す

ることなく、周囲の見張りを適切に行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図        
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